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        令和元年第６回・西海市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 令和元年６月２５日（火） 

午後３時００分から午後５時００分 

２．開催場所 西海公民館 ２階大会議室 

３．委員定数 条例定数１９人 現委員１９人 

４．出席委員（１９人） 

会  長  １番 岩﨑信一郎 

会長代理  ２番  太田 尚臣                     

委  員  ３番 白石 幸憲  ４番 山﨑 友好  ５番 松﨑 常俊 

      ６番 志田 邦彦  ７番 岸本 六郎  ８番 知念 近海 

      ９番 高口 和子 １０番 大串 康明 １１番 岡 修治  

     １２番 松尾 均  １３番 福田 務  １４番 田中 初治 

     １５番 朝長 久夫 １６番 辻尾 政幸 １７番 山下 裕史 

     １８番 水嶋 政明 １９番 三枝 政人 

 

５．欠席委員（０人） 

       

６．議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

 

第２ 議案第２１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

   議案第２２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

   議案第２３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

   議案第２４号 農用地利用集積計画の決定について 

   議案第２５号 農地中間管理事業利用配分計画（案）に関する 

意見について 

   議案第２６号 非農地通知の対象とすることの決定について 

 

   報告事項   農地転用許可不要案件届出について 

 

７．事務局 事務局長：谷口雄二 局長補佐：神浦真吾 主査：谷内美佳  

 

８．会議の概要 

事務局  只今から令和元年西海市農業委員会第６回総会を開会いたします。出

席委員は在任委員１９名中１９名で、定足数に達しておりますので総

会は成立しております。 

それでは、西海市農業委員会会議規則により、議長は会長が務める

こととなっておりますので、議事の進行は会長にお願いいたします。 



 - 2 - 

 

議 長  これより議事に入ります。まず日程第１の議事録署名委員の指名を行

います。西海市農業委員会会議規則第２０条第２項に規定する議事録

署名委員ですが、議長から指名させていただくことにご異議ありませ

んか。 

 

      《異議なしの声あり》 

 

議 長   今回の議事録署名委員は、１８番：水嶋委員、１９番：三枝委員に

お願いいたします。 

 

議 長   それでは、審議に入りますが議事進行上、発言される際は挙手をし、

議長の許可を受けてから氏名を告げて発言をお願いします。 

それでは、議案第 21 号「農地法第３条の規定による許可申請につい

て」の 1 番を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   議案第 21 号 農地法第３条の規定による許可申請について「１番」

を説明いたします。資料は２頁になります。説明に入ります。物件は

大瀬戸町雪浦小松郷字タコウの畑・計１筆・３，６７４㎡の申請とな

っています。申請地の地番・面積・現況等の内容、譲り渡し人・譲り

受け人に関する事項は議案書記載のとおりです。申請事由は議案書記

載のとおりで、譲り渡し人は高齢により作業困難なため、譲り受け人

は規模拡大のための売買契約となっています。権利種別は所有権移転

「売買」となっています。びわの栽培と聞いております。農地法第３

条第２項の不許可事項の該当非該当の区分ですが、第２号、第３号、

第５号、第６号につきましてはすべて非該当となっています。関係資

料は３頁から７頁までで、３頁に位置図、４頁に付近状況図、５頁に

現況写真、６頁に字図を添付しています。黄色に塗られているところ

が申請地です。７頁は航空写真で、赤枠で囲まれた部分が申請地です。

申請地は譲り受け人の自宅から約６ｋｍ位のところあり、車で約１０

分となる状況です。農地法第３条第２項各号には該当しないことから

許可要件のすべて満たしていると考えます。事務局からの説明は以上

です。 

 

議 長   それでは補足説明を地区担当委員にお願いします。 

 

３ 番   譲り受け人と現場確認に行って来ました。この地域は、雪浦の小松

びわ団地と言って、ずいぶん昔に開拓したところで、対象地はその一

角にあります。びわの収量も結構ありまして、農協へ出荷しておりま

したが、事務局からの説明にもありましたとおり、譲り渡し人は高齢
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でびわを作ることが出来ないとのことです。そこで、譲り受け人が土

地を買いたいということで売買が成立しました。譲り受け人は専業農

家で、特にブロッコリーを広く作っていて農協にも出荷しています。

やる気のある方で、特に問題はないと思いますので、よろしくお願い

します。 

 

議 長   ただ今議案第 21 号の１番について説明がありました。 

これより質疑に入ります。 

皆さんから何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することについて異議のない

方の挙手を求めます。 

       《挙手多数》 

 

議 長   「挙手多数」と認めます。 

よって、議案第 21 号「農地法第３条の規定による許可申請について」

の１番については、申請どおり許可することといたします。 

 

議 長   次に議案第 22 号「農地法第４条の規定による許可申請について」の

１番について事務局より説明を求めます。 

 

事務局   議案第 22 号 農地法第４条の規定による許可申請について「１番」

を説明いたします。資料は８頁になります。所在が西彼町上岳郷字大

坪の畑・計１筆・１１０㎡で利用状況は荒地となっています。申請地

の地番・申請人に関する事項は議案書記載のとおりです。申請理由は

現在居住している住宅が老朽化し手狭であるため申請地を含めた敷地

に住宅を新築するもの。となっています。添付資料は、９頁から１７

頁までで、９頁に位置図、１０頁に付近状況図、１１頁に現況写真、

１２頁に字図、１３頁に航空写真を添付しています。１４頁に被害防

除計画書、１５頁に土地利用計画図、１６頁に平面図、１７頁に立面

図を添付しています。木造の平家建１０７．６５㎡の住宅を建築する

計画となっています。１４頁にもどり、申請地の造成計画の内容です

が、切土を行う最高３．０ｍ、最低２．０ｍ。被害防除措置として擁

壁を設ける。防護柵を設ける。被害防除措置の内容又は被害発生の恐

れがない理由として、コンクリートブックを積み重ねて擁壁を作るも

のである。地盤が岩であるため法面が崩落する恐れはない。近傍農地

の日照、通風、耕作等に著しい影響をおよぼす恐れを生じさせないた

めの措置として、建物の高さを加減する６．２７ｍ程度、被害防除措

置の内容又は被害の恐れがない理由として、周囲に耕作地としての農
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地がないため、日照・通風等に被害が発生する恐れがない。排水計画

ですが、雨水排水は水路放流、汚水・生活雑排水は、合併浄化槽処理

で放流先は道路側溝を予定しています。工期は許可日から５ヶ月間を

予定しています。農地区分について、申請地は市道や里道及び畑に囲

まれた農業公共投資の対象となっていない孤立した農地といえますの

で、第２種農地と判断します。事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   それでは補足説明を地区担当委員にお願いします。 

 

１０番   対象地は、13 頁の水色に囲ってある宅地の隣接地で、今から建築し

ようとしている家が、宅地に入りきれずに畑にはみ出してしまうとい

うものです。申請地は畑といっても、道路の法面みたいな、段々畑の

ような狭い土地が上にあがってきているような形状で、航空写真にも

ありますが、耕作できるようなところではないので問題ないかと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

議 長   ただ今議案第 22 号の１番について説明がありました。 

これより質疑に入ります。 

皆さんから何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することについて異議のない

方の挙手を求めます。 

       《挙手多数》 

議 長   「挙手多数」と認めます。 

よって、議案第 22 号「農地法第４条の規定による許可申請について」

の１番について、申請どおり許可相当といたします。 

 

議 長   次に議案第 23 号「農地法第５条の規定による許可申請について」の

１番について事務局より説明を求めます。 

 

事務局   議案第 23 号 農地法第５条の規定による許可申請について「１番」

を説明いたします。資料は１８頁になります。所在が西海町太田和郷

字火口の畑・計１筆・４７１㎡で利用状況は荒地となっています。申

請地の地番・譲り渡し人・譲り受け人に関する事項は議案書記載のと

おりです。申請理由は専用住宅を建築したいため。となっています。

権利種別は所有権移転「売買」となっています。木造瓦葺き２階建、

１階・６８．７３㎡、２階・４９．６８㎡、計１１８．４１㎡の住宅

を建築面積７1．２1 ㎡に建設する内容となっています。添付資料は、

１９頁から２７頁までで、１９頁に位置図、２０頁に付近状況図、２
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１頁に現況写真、２２頁に字図、２３頁に航空写真を添付しています。

２４頁に被害防除計画書、２５頁に配置計画図、２６頁に平面図、２

７頁に立面図を添付しています。２４頁にもどり、申請地の造成計画

の内容ですが、盛土を行う最高１．０ｍ。切土を行う最高０．７１ｍ。

被害防除措置の内容又は被害発生の恐れがない理由として、コンクリ

ートブロックを設けるため被害発生の恐れはない。近傍農地の日照、

通風、耕作等に著しい影響をおよぼす恐れを生じさせないための措

置・理由として、建物の高さを加減する８．１７８ｍ程度。被害防除

措置の内容又は被害の恐れがない理由として、建物の高さを加減して

建築するので、被害の恐れはない。排水計画ですが、雨水は自然流下。

汚水・生活雑排水は、下水道処理となっています。工期は許可日から

令和２年４月３０日を予定しています。農地区分について、申請地は

宅地や学校敷地や畑に囲まれた農業公共投資の対象となっていない孤

立した農地といえますので、第２種農地と判断します。事務局からの

説明は以上です。 

 

議 長   それでは補足説明を地区担当委員にお願いします。 

 

５ 番   先日、譲り渡し人に会ってきました。この件は、昨年から相談され

ていました。譲り受け人のお母さんが太田和の実家に住んでいるんで

すが、その敷地が車は行き止まりになってて、周りは木が生い茂って

おり、そこに建て替えるのは無理と判断したそうです。対象地を譲り

渡し人に相談したところ売っても良いとのことでした。ここは、小学

校のすぐ下で、太田和の中心に位置する良いところです。譲り渡し人

は歳もとっておられ、問題ないと考えておりますのでよろしくお願い

します。 

 

議 長   ただ今議案第 23 号の１番について説明がありました。 

これより質疑に入ります。 

皆さんから何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することについて異議のない

方の挙手を求めます。 

       《挙手多数》 

 

議 長   「挙手多数」と認めます。 

よって、議案第 23 号「農地法第５条の規定による許可申請について」

の１番については、申請どおりで許可相当といたします。 
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議 長   次に議案第 23 号「農地法第５条の規定による許可申請について」の

２番について事務局より説明を求めます。 

 

事務局   議案第 23 号 農地法第５条の規定による許可申請について「２番」

を説明いたします。資料は２８頁になります。所在が西彼町喰場郷字

平尾の畑・計１筆・２，６６７㎡で利用状況は荒地となっています。

申請地の地番・譲り渡し人・譲り受け人に関する事項は議案書記載の

とおりです。申請理由は太陽光発電施設を設置し、九州電力へ売電す

る。となっています。権利種別は所有権移転「売買」となっています。

太陽光パネル２２０枚を設置する内容となっています。本件は平成３

１年２月の総会で西海農業振興地域除外申請分を行なった案件です。

添付資料は、２９頁から３７頁までで、２９頁に位置図、３０頁に付

近状況図、３１頁に現況写真、３２頁に字図、３３頁に航空写真を添

付しています。３４頁に被害防除計画書、３５頁に土地利用計画図、

３８頁に太陽光架台概要図。３７頁にフェンス概要を添付しています。

３４頁にもどり、申請地の造成計画の内容ですが、現状のまま利用す

る。被害防除措置の内容又は被害発生の恐れがない理由として、防護

柵を設ける。高さ 1,500ｍｍの防護柵で周辺を囲む。切土、盛土を行

なわず現状のまま利用するので周囲への被害はない。整地は草刈程度

しか行なわないため、周囲への被害はない。近傍農地の日照、通風、

耕作等に著しい影響をおよぼす恐れを生じさせないための措置・理由

として、建設物の高さを加減するため、影響なし。傾斜角１０度、高

さ１．２ｍ程度、敷地内に素掘り側溝を設置し沈砂池に雨水を貯め、

譲り渡し人の田に流します。排水計画ですが、雨水は自然流下。汚水・

生活雑排水は、なしとなっています。工期は 2019 年 8 月 26 日から同

年 10 月 25 日を予定しています。農地区分について、申請地は山林や

道路や畑に囲まれた農業公共投資の対象となっていない孤立した農地

といえますので、第２種農地と判断します。事務局からの説明は以上

です。 

 

議 長   それでは補足説明を地区担当委員にお願いします。   

 

１０番   この申請地は、先ほど事務局から説明があったとおり、２月の総会

で農業振興地域除外申請のあった土地です。太陽光パネルを設置する

ということで、譲り渡し人も耕作できない状態で、できたら売買とい

うことでした。そこの崖下が道で畑が２枚ほどあって周りには何も影

響のないところなので問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長   ただ今議案第 23 号の２番について説明がありました。 

これより質疑に入ります。 
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皆さんから何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することについて異議のない

方の挙手を求めます。 

       《挙手多数》 

 

議 長   「挙手多数」と認めます。 

よって、議案第 23 号「農地法第５条の規定による許可申請について」

の２番については、申請どおりで許可相当といたします。 

 

議 長   次に議案第 24 号「農用地利用集積計画の決定について」を議題とい

たします。 

      事務局より説明を求めます。 

 

事務局   資料の３８頁をお願いします。議案第 24 号 農用地利用集積計画の

決定について、農用地利用集積計画について、農業経営基盤強化促進

法第１８条第１項の規定による決定を市長より求められたので、その

可否について提案する。となっています。 

３９頁は農用地利用集積計画集計表です。今回は使用貸借権・賃貸

借権設定１筆２，２２９㎡と合意解約関係４筆１０，９５３㎡と 賃

貸借権設定（市公社貸出分）１筆２，２２９㎡と使用貸借権・賃借権

設定（県公社借入分）１７筆、２２，４０７㎡が計上されています。 

４０頁は利用集積計画関係の内訳で１筆２，２２９㎡の内訳が計上

されています。４１頁は合意解約関係の内訳で５筆１０，９５３㎡が

計上されており、契約を解除する３筆と３条の使用貸借から中間管理

機構へ移行する１筆が計上されています。４２頁は市公社が貸付する

内訳で４０頁で市公社が借り受けた分を貸し出す分の明細となってい

ます。４３頁は県公社借入分で７件・１７筆２２，４０７㎡が計上さ

れています。各筆の地番・地目・面積・賃貸借等の詳細につきまして

は、議案書を参照ください。１１番から１６番の６筆は筆の一部を貸

借するもので、４４頁から４６頁に対象地の航空写真を添付していま

す。４７頁に４０頁に計上されている借り手の農業経営状況を添付し

ています。農業経営基盤強化法第１８条の用件を満たしていると考え

ます。事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   それでは補足説明を地区担当委員にお願いします。   

 

１７番   先日、地区担当推進員さんと現地を確認してまいりました。この借

り手は、障がい者支援施設といいますか、軽い障がい者の方が農作業
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とかを通じて社会復帰の支援をするというふうな施設でございます。

あちこちに、かなりの面積の土地を借りていろいろな作物をつくって

おるようでございます。この借り手の支援施設は、荒廃農地などを借

りて作付けをしながら貢献しておられるというふうな状況でございま

すので、大変良い事だと私たちも確認をしてまいりました。どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

議 長   ただ今、議案第 24 号について説明がありました。 

これより質疑に入ります。何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

 

議 長   ないようでしたら、本案について決定することについて異議のない

方の挙手を求めます。 

       《挙手多数》 

 

議 長   「挙手多数」と認めます。 

よって、議案第 24 号「農用地利用集積計画の決定について」につき

ましては、原案どおり決定する事といたします。 

 

議 長   次に議案第 25 号「農地中間管理事業利用配分計画(案)に関する意見

について」を議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   ４８頁をお願いします。議案第 25 号 農地中間管理事業における農

用地利用配分計画（案）に関する意見について、農用地利用配分計画

(案)について、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の３の

規定により、意見を求められたので判断を求める。となっています。

資料の修正をお願いします。49 頁の 18 番から 21 番の４筆につきまし

て、取り下げの申請がありました。よって、18 番から 21 番を削除、」

これによりまして、50 頁の３行目及び合計欄の筆数を 19 筆、面積を

２６，２３６㎡、金額を７９，７００円に修正をお願いします。資料

は４９から５７頁です。先ほど４３頁にて提案しました県公社の借り

入れ分の土地１７筆と再配分を行なう２筆、合計１９筆に対して、県

農業振興公社から「５者」に対し、賃貸借「５年」のもの３筆と「１

０年」のもの３筆と、使用貸借「５年」のもの６筆と「１０年」のも

の５筆、計１７筆の配分と、賃貸借「３年４ヶ月」のもの２筆を再配

分する合計１９筆分の配分・再配分の各筆明細となっています。１番

から３番は長崎市の担い手の方へ、４・５番は大瀬戸町雪浦奥浦郷の

担い手の方へ６・７番は西彼町下岳郷の担い手の方へ、８番から１７

番は西彼町小迎郷の法人の担い手の方へ配分する内容となっています。
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２２番、２３番は西彼町下岳郷の担い手の方へ再配分する内容となっ

ています。２２番、２３番の２筆は再配分の取扱いとなるため残り期

間の貸付となっています。各筆の地番・地目・面積・賃貸借等の詳細

につきましては、議案書を参照ください。５１頁に６月に受け付けた

利用配分計画の合意解約分２件３筆の明細を添付しています。今回は

賃貸借の解約分となっています。５２頁から５７頁にそれぞれの借り

手の経営状況を添付しています。５６頁は不要となります。農地中間

管理事業の推進に関する法律において特に問題はないものと判断しま

す。事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   それでは補足説明をお願いします。 

 

１２番   1 番から３番の借り手の方は長崎の人で、定年退職後に農業をやり

たいということで申し込まれたそうです。昨日、対象地を見に行って

きました。しっかり基盤整備された土地でしたけど、不作付けという

状態でした。私は借り手の方には会ってないんですが、話し合いで了

解済みとのことですので、よろしくお願いします。 

 

３ 番   先日、借り手の方と一緒に対象地である４番と５番を確認しました。

雑草が生えていてこれが畑になるのかなと思ったんですけど、草刈機

で刈ってからトラクターを入れると良い畑になるのかなと思っており

ます。借り手の方は近くに畑を借りて野菜などを作っているんですが、

そこは水はけが悪くて、生育がよくないということで代替地としてこ

の土地を選んだと聞いております。この借り手の方は、野菜を作って

いる専業農家で、特に問題ないと思いますのでよろしくお願いします。 

 

９ 番   ６番、７番の借り手の方は、畑とか田んぼとか一生懸命に夫婦で農

業をされています。最近、少し荒れてきた畑をちゃんと整備して、周

りの畑もきれいにされていました。8 番から 10 番も特に問題ないと思

いますので、よろしくお願いします。 

 

１０番   11 番から 17 番の借り手の法人は、昨年発足した法人です。対象地

は、耕作が放棄されているような荒地で、そういう荒れた農地を再生

して野菜を作り、地域農業のモデルになることを目指しているような

団体です。特に問題ないと思いますのでよろしくお願いします。 

 

９ 番   借り手の方ですけど、田んぼを主にやっておられます。 22 番、23

番は昨年までは不作付け地でしたが、草刈だけしてすぐ田んぼに戻せ

る状態でした。場所的に荒らすことができないところで、この対象地

で田を作ってもらえないか皆で相談してお願いしたところ、引き受け
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ていただいたものです。特に問題ないと思いますのでよろしくお願い

します。 

 

議 長   ただ今、議案第 25 号について説明がありました。 

これより質疑に入ります。何かご意見等ございませんか。 

       《なしの声あり》 

 

議 長   ないようでしたら、本案について決定することについて異議のない

方の挙手を求めます。 

       《挙手多数》 

 

議 長  「挙手多数」と認めます。 

よって、議案第 25 号「農地中間管理事業利用配分計画（案）に関 

する意見について」につきましては、原案どおり配分することで「異 

議なし」といたします。 

 

議 長   次に議案第 26 号「非農地通知の対象とする事の決定について」を議

題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   それでは資料５８・５９頁をお願いします。議案第２６号 非農地

通知の対象とすることの決定について説明をいたします。今回は３７

筆・４０，７１３㎡について、審議を頂きたいと思います。今回、申

請者の方は８件の方となります。住所や所有者の詳細につきましては

議案書に記載したとおりです。 

物件１・２番の２筆は西彼町風早郷の物件で、資料は６０頁から６

５頁です。申請者は長崎市西海町にお住まいの方で、西彼町風早郷に

縁のある方です。６０頁に位置図、６１頁に付近近況図、６２頁に対

象地の現況写真、６３頁に字図、６４頁に航空写真を添付しています。

それぞれの資料で、黄色に塗った部分・赤枠で囲んだ部分が申請対象

地としています。現場のほうですが、雑木等が茂り山林化しており、

現場を見る限りでは特に支障はないという判断をいたしました。 

      物件３番から１７番の１５筆は西彼町白似田郷・風早郷の物件で、

資料は６０頁と６６頁から８３頁です。申請者は西彼町風早郷にお住

まいの方です。６０頁に位置図、６６頁から６８頁に付近近況図、６

９頁から７２頁に対象地の現況写真、７３頁から７８頁に字図、７９

頁から８３頁に航空写真を添付しています。それぞれの資料で、黄色

に塗った部分・赤枠で囲んだ部分が申請対象地としています。現場の

ほうですが、各申請地とも雑木等が茂り原野化・山林化しており、現

場を見る限りでは特に支障はないという判断をいたしました。９番は
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現地到達が困難な場所となり、航空写真と遠方から目視による確認を

おこない支障はないとの判断をしました。 

      物件１８番から２６番の９筆は西彼町風早郷の物件で、資料は６０

頁と８４頁から９０頁です。申請者は西彼町風早郷にお住まいの方で

す。６０頁に位置図、８４頁に付近近況図、８５頁・８６頁に対象地

の現況写真、８７頁・８８頁に字図、８９頁・９０頁に航空写真を添

付しています。それぞれの資料で、黄色に塗った部分・赤枠で囲んだ

部分が申請対象地としています。現場のほうですが、各申請地とも雑

木等が茂り山林化しており、現場を見る限りでは特に支障はないとい

う判断をいたしました。 

      物件２７番から２９番の３筆は大瀬戸町松島外郷の物件で、資料は

９１頁から９５頁です。申請者は大瀬戸町松島外郷にお住まいの方で

す。９１頁に位置図、９２頁に付近近況図、９３頁に対象地の現況写

真、９４頁に字図、９５頁に航空写真を添付しています。それぞれの

資料で、黄色に塗った部分・赤枠で囲んだ部分が申請対象地としてい

ます。現場のほうですが、雑木等が茂り原野化しており、現場を見る

限りでは特に支障はないという判断をいたしました。 

      物件３０番から３３番の４筆は大瀬戸町瀬戸東濱郷・雪浦下釜郷の

物件で、資料は９６頁から１０３頁です。申請者は大瀬戸町瀬戸東濱

郷にお住まいの方です。９６頁に位置図、９７頁に付近近況図、９８

頁・９９頁に対象地の現況写真、１００頁・１０１頁に字図、１０２

頁・１０３頁に航空写真を添付しています。それぞれの資料で、黄色

に塗った部分・赤枠で囲んだ部分が申請対象地としています。現場の

ほうですが、雑木等が茂り山林化しており、現場を見る限りでは特に

支障はないという判断をいたしました。 

      物件３４番の１筆は西彼町白崎郷の物件で、資料は１０４頁から１

０８頁です。申請者は時津町日並郷にお住まいの方で、西彼町白崎郷

に縁のある方です。１０４頁に位置図、１０５頁に付近近況図、１０

６頁に対象地の現況写真、１０７頁に字図、１０８頁に航空写真を添

付しています。それぞれの資料で、黄色に塗った部分・赤枠で囲んだ

部分が申請対象地としています。現場のほうですが、雑木等が茂り山

林化しており、現場を見る限りでは特に支障はないという判断をいた

しました。 

      物件３５番の１筆は西海町横瀬郷の物件で、資料は１０９頁から１

１３頁です。申請者は奈良県生駒郡三郷町にお住まいの方で、西海町

横瀬郷に縁のある方です。１０９頁に位置図、１１０頁に付近近況図、

１１１頁に対象地の現況写真、１１２頁に字図、１１３頁に航空写真

を添付しています。それぞれの資料で、黄色に塗った部分・赤枠で囲

んだ部分が申請対象地としています。現場のほうですが、雑木等が茂

り原野化しており、現場を見る限りでは特に支障はないという判断を
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いたしました。 

      物件３６番・３７番の２筆は西彼町八木原郷の物件で、資料は１１

４頁から１２０頁です。申請者は西彼町八木原郷にお住まいの方です。

１１４頁に位置図、１１５頁に付近近況図、１１６頁に対象地の現況

写真、１１７頁・１１８頁に字図、１１９頁・１２０頁に航空写真を

添付しています。それぞれの資料で、黄色に塗った部分・赤枠で囲ん

だ部分が申請対象地としています。現場のほうですが、雑木等が茂り

山林化しており、現場を見る限りでは特に支障はないという判断をい

たしました。 

全ての対象地は農業者年金、贈与税、不動産取得税関係について聞

取りと事務局で確認できる範囲において影響がない見込みです。事務

局からの説明は以上です。 

 

議 長   それでは補足説明を地区担当委員にお願いします。 

 

１２番   地区の総会のときに非農地通知の制度の説明をしたんですけど、1

番から 26 番までの 3 名の方から、対象地とすることが出来ないでしょ

うかと相談があって、現場を見に行ってきました。所有者は、農業高

校卒業後、農業を継いだんですけど兼業農家ということで外に働きに

行くようになりました。親が亡くなったりしたときに、農業ができな

くなり、それから 30 年ぐらい手付かずの状態でした。今回、非農地の

対象地とすることについて、良いのではないかと思いますので、よろ

しくお願いします。 

  

３ 番   27 番から 29 番は松島の土地なんですけど、地区担当推進２人と事

務局で現場確認に行ったと聞いております。93 頁の申請地の現場写真

を見る限り、雑木等が茂って、原野化しているようでございます。30

番から 33 番につきましても、特に問題ないと思いますのでよろしくお

願いします。 

 

９ 番   昨日、地区担当推進委員と 34 番の対象地を見てきました。途中は道

もなく、山林化しており、特に問題ないと思いますのでよろしくお願

いします。 

 

１６番   対象地の 35 番は、雑木等が茂っており、特に問題ないと思います。

よろしくお願いします。 

 

１７番   先日、地区担当の推進委員さんと現地を確認してきました。この写

真のように、もう雑木が生えていまして農地にするには不適当なとこ

ろということを確認してきました。以上です。 
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議 長   ただ今、議案第 26 号について説明がありました。 

これより質疑に入ります。何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することについて異議のない

方の挙手を求めます。 

       《挙手多数》 

 

議 長   「挙手多数」と認めます。 

よって、議案第 26 号「非農地通知の対象とすることの決定について」

の１番から 37 番について非農地通知の対象とすることに決定いたし

ます。 

 

議 長   以上で全ての議案審議は終了しました。 

次に報告事項に入ります。事務局よりお願いします。 

 

事務局   それでは資料の１２１頁ページをお願いします。令和元年６月受付

分の農地転用許可不要案件届出になりますが、西海町太田和郷におけ

る農業用車両駐車場・防火水槽敷地の分となります。申請地は西海町

太田和郷字火口の物件で地番・地目・面積は議案書記載のとおりです。

令和元年６月の総会の５条申請１番の関連で平成１８年に農業用駐車

場敷地として２５．８１㎡に砂利を敷設した案件と旧西海町時代に防

火水槽敷地として２４．９４㎡を整備したこと計５０．７５㎡につい

て届出する案件になります。事後報告となります。関係資料は１２２

頁から１２３頁までで、１９頁に位置図、２０頁に付近近況図、１２

２頁に現況写真、２２頁に字図、２３頁に航空写真を添付しています。

１２３頁に土地利用計画平面図を添付しています。５条申請にあたり

農地法施行規則第２９条第１項第１号の規定、農地転用の制限の例外

に基づき農地転用を行なうことの報告書を事後報告という形で受け付

けた案件となります。事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   ただ今、農地転用許可不要案件届出について説明がありました。 

皆さんから何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

 

議 長   ないようでしたら、ただ今報告があったとおり届出があったという

ことでご承知おきください。 

 

議 長   その他について、事務局から説明をお願いします。 
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事務局   平成 31 年３月 31 日現在における「平成 30 年度の目標及びその達成

に向けた活動の点検・評価」と、４月１日現在における「平成 31 年度

の目標及びその達成に向けた活動計画」につきまして、お手元の資料

のとおり、インターネットで公表するようにしております。内容は記

載のとおりです。以上です。 

 

議 長   ただ今、31 年度の点検・評価及び 31 年度の活動計画の説明があり

ました。 

これより質疑に入ります。何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

 

議 長   以上で全ての審議は終了しました。 

      皆さんのほうから何かありませんか。 

 

議 長   ないようでしたら次回の総会日程を決定したいと思います。 

 

 

       次回総会は 

 

日時 令和元年７月２５日(木) 午後２時から 

場所 大瀬戸コミュニティセンター ３階会議室 

 

 

これをもちまして西海市農業委員会第６回総会を閉会いたします。

お疲れ様でした。 
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令和元年６月２５日 

 

                  農業委員会会長           

 

                  議事録署名人            

 

                  議事録署名人            


